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平成２７年度「市民後見人入門講座」が開催されます
～ 盛岡市、成年後見センターもりおかとの共催で ～

市民の立場で後見活動を行う市民後見人の入門講座に参加しませんか。

知的障がい、精神障がい、認知症などのために「ご本人の判断だけでは不安な方」の後見

人として活躍される方の講座が開かれます。

今、成年後見のもっとも大切な役割を担う後見人を必要としています。なかでも地域で

見守りができる市民後見人を多く求めています。

講座の実施要綱〈抜粋〉

l 受講対象者 盛岡市在住または在勤の方で、社会貢献に意欲があり成年後見制度及び

福祉活動に関心のある方

l 定 員 ５０名程度

l 講 師 特定非営利活動法人非営利活動法人成年後見センターもりおか理事長

〈弁護士〉ほか

l 日程及び講義内容 市民後見人に係る講義

回数 月 日 講義テーマ

第１回 １０月２２日（木）成年後見制度概論、成年後見の基本理念と権利擁護

第２回 １０月２９日（木）対象者（被後見人）を取り囲む諸制度

第３回 １１月 ５日（木）対象者（被後見人）の理解（高齢者・障がい者）

第４回 １１月１２日（木）権利擁護に係る諸制度

第５回 １１月１９日（木）成年後見の実務

第６回 １１月２６日（木）後見活動経験者との懇談会

l 受 講 料 無料

l 場 所 プラザおでって ほか

l 受講者の募集決定等

募集は、広報もりおか（平成２７年９月１５日号）掲載し、平成２７

年９月２４日（木）から障がい福祉課での電話受付により先着順で決

定されます。受付締切は平成２７年１０月２日（金）とし、受講者決

定後に受講者へ受講案内が送付されます。

l 申込・問い合わせ先

盛岡市保健福祉部障がい福祉課 自立支援係

〒０２０－８５３０ 盛岡市内丸１２番２号

℡０１９－６５１－４１１１（内線２５１６～２５１９）


